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渋谷労働基準監督署

時間外労働の上限規制について



法定労働時間

労働基準法で定める法定労働時間は以下のとおり

※「特例事業場」の場合

商業、映画（映画製作を除く）･演劇業、保健衛生業、接客娯楽業のうち10人未満の労働者を使用する事業

場では週44時間が法定労働時間となる

労働基準法第32条

① 使用者は、労働者に休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。

② 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、

労働させてはならない。

労働時間は、原則1週間について40時間、1日について8時間が上限（法定労
働時間）で、これを超えてはならないことになっている
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時間外労働・休日労働を行わせるには
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いわゆる36協定を労使間で締結し、所轄労働基準監督署長へ届け出を行う必要がある

労働基準法第36条（概要）
事業場の過半数で組織する労働組合か過半数を代表する労働者と書面による協定をし、所轄労働基準監督署長

に届け出た場合は、法定労働時間または法定休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって
労働時間を延長し、または休日に労働させることができる。

法律で１日や１週間の働く時間が決まっているが、それを超えて働くことを完全禁止にすると、業務を遂行する上でやむを得ない
事情が生じることがある
このため、我が国では労使間の一定の手続の上で、残業を認めるようにしている
この書面による協定は「時間外労働・休日労働に関する協定」が正式名称だが、労働基準法第36条に基づく協定のため、一般的

には、「36（さぶろく）協定」とも呼ばれている

・36協定を締結し、所轄労働基準監督署長に届出れば、届出以降、36協定で定めた範囲内で、法定労働時間を超
え、または法定休日に労働させても労働基準法違反とはならない
（36協定で定めた限度を超える時間外労働、休日労働は労働基準法違反となる）

・時間外労働時間数の上限は、原則１月45時間、１年間360時間の範囲内で協定を締結する必要がある
（原則の限度時間を超える「特別条項」を設ける制度もある）

・36協定で定めた範囲内で時間外労働・休日労働を行うのは適法だが、法定労働時間を超えた場合には25％増、
法定休日に労働させた場合には35％増の割増賃金を支払わなければならない
（時間外労働か否かにかかわらず、22時から翌５時の深夜に労働した場合にも、25％増の割増賃金を支払わなければならない）

36協定の基本事項



▷ 時間外労働の上限規制は、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未

満（休日労働含む）、複数月平均80時間（休日労働含む）を限度

▷ 自動車運転の業務、建設事業、医師等は適用猶予・除外業務（事業）とされ、改正法施行後５年間（令和６年３月まで）は

上記一般則の適用はない。

▷ 自動車運転業務従事者の上限時間（臨時的な特別な事情の場合）は年960時間とし、将来的な一般則の適用について引き続き

検討する旨を附則に規定。

▷ 自動車運転業務従事者への上限規制の適用とあわせて改善基準告示についても見直す必要がある。

時間外労働の上限規制について
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法律による上限
（原則）
月４５時間
年３６０時間

・年720時間

・単月100時間未満
（休日労働含む）

・複数月平均80時間
（休日労働含む）

・法律による上限（原
則）を超えられるの
は年６か月まで

・年960時間
のみ

１年間 ＝ １２か月

一般労働者

自動車運転者

法改正前 法改正後 法律による上限
（例外）

限度時間
（告示）
月４５時間
年３６０時間

など 特別条項
上限なし

年間６か月まで

１年間 ＝ １２か月

法定労働時間
１日８時間
週４０時間



▷ 自動車運転者については、令和６年４月以降、年９６０時間の上限規制の適用を受ける。

▷ 一方、一般労働者に適用される、４５時間超えの上限回数（６か月まで）、単月上限（１００時間未満）、複数月平均上限

（８０時間以内）については適用がない。

→ ただし、この場合であっても、改善基準告示に定める拘束時間を遵守する必要がある。

適用猶予業種における時間外労働の上限規制
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【令和６年４月～】【現在】

一般
労働者

自動車
運転の
業務

建設
事業

医師

鹿児島
県及び
沖縄県
におけ
る砂糖
製造業

新技
術・新
商品等
の研究
開発業
務

月

限度時間
（原則）

４５ － － － ４５ －

４５時間
超は６月
まで

適用
あり

－ － －
適用
あり

－

単月上限
(※) １００ － － － － －

複数月
平均上限
(※)

８０ － － － － －

年

限度時間
（原則）

３６０ － － － ３６０ －

上限 ７２０ － － － ７２０ －

一般
労働者

自動車
運転の
業務

建設
事業

医師

鹿児島
県及び
沖縄県
におけ
る砂糖
製造業

新技
術・新
商品等
の研究
開発業
務

月

限度時間
（原則）

４５ ４５ ４５ ４５ ４５ －

４５時間
超は６月
まで

適用
あり

－
適用
あり

－
適用
あり

－

単月上限
(※) １００ － １００

(注1)
１００

(注２) １００ －

複数月
平均上限
(※)

８０ － ８０
(注1) － ８０ －

年

限度時間
（原則）

３６０ ３６０ ３６０ ３６０ ３６０ －

上限 ７２０ ９６０ ７２０
９６０
(※)(注３)

１,８６０
(※)(注４)

７２０ －

※ 休日労働も含む。
注１： 災害の復旧・復興の事業は、単月上限１００時間・複数月平均上限８０時間の規制は適用されない。
注２： 時間外・休日労働が月１００時間以上となることが見込まれる者は、３６協定に面接指導を行うこと等を定めることが必要。
注３： 医業に従事する一般の医師にかかる基準（Ａ水準）。休日労働を含む。
注４： Ｂ水準、連携Ｂ水準、Ｃ水準の指定を受けた医療機関で指定に係る業務に従事する医師にかかる基準。休日労働を含む。

面接指導、労働時間が特に長時間である場合の労働時間短縮措置、勤務間インターバルの確保等を３６協定に定めることが必要。



労働時間の上限規制
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改正により労働時間の上限が直接労働基準法で規制されるようになった

労働基準法第36条第６項
２号 １か月における時間外労働・休日労働時間数が100時間未満であること

３号 対象期間の初日から１か月ごとに区分した各期間の直前の１か月、２か月、３か月、４か月
及び５か月の期間を加えたそれぞれの期間における時間外労働・休日労働時間数が１箇月当た
りの平均で80時間を超えないこと

対象月 時間外労働 休日労働 合計 算定期間

2022年9月 80時間 0時間 80時間 １か月 ８０時間

2022年8月 50時間 15時間 65時間 2か月平均 72.5時間

2022年7月 65時間 20時間 85時間 3か月平均 76.6時間

2022年6月 70時間 15時間 85時間 4か月平均 78.7時間

2022年5月 80時間 15時間 95時間 5か月平均 82.0時間

2022年4月 60時間 0時間 60時間 6か月平均 78.3時間

例えば、下図のような時間外労働・休日労働の場合、いずれの月も時間外労働・休日労働の合計が100時間未満であり、第２号に
は違反しないが、５か月平均が80時間を超えているため、３号違反となる

５か月平均
でみると、
月80時間を
超えている

自動車運転者以外の一般労働者にのみ適用



上限規制が適用猶予・除外される業務・業種
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一部の事業・業種には上限規制の適用を猶予または除外しているが、多くは、2024年４月１日から上限規制の適用と

なる

自動車運転の業務
2024年４月１日から上限規制を適用
ただし、適用後の上限時間は、年９６０時間とし、将来的な一般則の適用については引き

続き検討することとなっている

建設事業

2024年４月１日から上限規制を適用
ただし、災害時における復旧・復興の事業については、複数月平均８０時間以内・１か月

１００時間未満の要件は適用しない
この点についても、将来的な一般則の適用について引き続き検討することとなっている

医師
2024年４月１日から上限規制を適用
ただし、具体的な上限時間等については、医療界の参加による検討の場において、規制の

具体的あり方、労働時間の短縮策等について検討し、結論を得ることとしている

鹿児島県及び沖縄県にお
ける砂糖製造業

2024年４月１日から上限規制を適用します。

新技術・新商品等の研究
開発業務

医師の面接指導（※）、代替休暇の付与等の健康確保措置を設けた上で、時間外
労働の上限規制は適用ない
※時間外労働が一定時間を超える場合には、事業主は、その者に必ず医師による面接指導を受けさせ
なければならないこととする

「自動車運送業」が適用猶予となるわけではないことに注意！
⇒事務員、運行管理者、自動車運転者以外は猶予対象ではない



36協定の締結、届出について
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36協定の締結に当たっての基本ポイントと特別条項について

・法定労働時間（原則１週間40時間、１日８時間）、法定休日を超えて労働させる場合には、36協定の締結、届
出が必要となる

・時間外労働時間数の上限は、原則１月45時間、１年間360時間の範囲内で協定を締結する必要がある

・通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に上記原則の限度時間を超えて労働させる必
要がある場合には、特別条項を設定することができる

・協定する期間は、「１日」、「１か月」、「１年」に限られていること

・協定期間の「起算日」を定める必要があること

限度時間を超えて労働させる必要がある場合において延長して労働させることができる時間

【特別条項において協定する必要がある事項】
・１か月の時間外労働時間数+休日労働時間の合計が100時間未満、２～６か月平均80時間以内(自動車運転者に適用無し)
・１年間の時間外労働時間数の上限は720時間以内であること（自動車運転者は年960時間以内であること）
・限度時間を超えることができる回数は、６回（６か月）以内であること（自動車運転者に適用無し）
・限度時間を超えて労働させることができる場合は、一時的または突発的に時間外労働を行わせる必要があるものに限られ、できる
限り具体的に定めること
・限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置を設けること
・限度時間を超えた割増賃金率について、法定の割増率を超える率となるように努めること
・限度時間を超えて労働させる場合における手続きを定めること

特別条項について

基本ポイント



３６協定届（令和６年４月１日から）
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３６協定届の記載例
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様式第９号の３の４（第７０条関係）（パンフレット「労働時間等の改善基準のポイント」P２１に掲載）



３６協定届の記載例
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様式第９号の３の５（第７０条関係） （パンフレット「労働時間等の改善基準のポイント」P２２に掲載）



３６協定書の記載例
（パンフレット「労働時間等の改善基準のポイント」P２３～に掲載）
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３６協定書の記載例
（パンフレット「労働時間等の改善基準のポイント」P２３～に掲載）
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36協定届の記載例（特別条項）の注意点
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特に以下の点についてご注意ください

（１）、（２）
・「協定の有効期間」とは

36協定が効力を有する期間。１年間とすることが望ましい。

・「起算日」とは
１年間の上限時間を計算する際の起算日を記載する。起算日の記載漏れが多いので、注意。２枚目にも記載箇所あり。

（３）
・「チェックボックス」について

４か所のチェックボックスの記載内容を必ず労使で確認の上、チェックする

チェックボックスにチェックがない場合、有効な協定届とはならないので注意

※様式第９号の４については、チェックボックスは２つ

（４）
・「臨時的に限度時間を超えて労働させることができる場合」について

一時的または突発的な時間外。１枚目と同じ事由にならないように注意。
（例）業務の都合上必要な場合、業務上やむを得ない労働を行わせる必要があるものに限る
（例）予算決算業務、ボーナス商戦に伴う業務の繁忙、納期のひっ迫、大規模なクレームへの対応、機械のトラブル対応

恒常的な長時間労働を招く恐れのあるものは認められない場合、年間を通じて適用されることが明らかな自由の場合など
業務繁忙なとき、使用者が必要と認めるときなど

（５）
・「限度時間を超えて労働させることができる回数」について

月の時間外労働の限度時間（月45時間ないし月42時間）を超えて労働させる回数を定める

６回（６か月）以下になるように注意
※自動車運転者については、適用無し



36協定届の記載例（特別条項）の注意点
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特に以下の点についてご注意ください

（６）
・「限度時間を超えて労働させる場合における手続」について

限度時間を超えて労働させる場合にとる手続きを定める必要がある

（例）労働者代表に対する事前申し入れ、労働者代表との協議など

時間外労働が月45時間を超える見込みとなり、特別条項を発動する前に当該手続きを行わない場合は、違法な時間外労働と

なることに注意。特別条項を発動する都度、当該手続きを行う必要があることに注意。

（7 ）
・「限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置」について

36協定裏面の記載心得にある次の健康確保措置のいずれかを講じることが望ましいことに注意

①医師による面接指導、②深夜業の回数制限、③終業から始業までの休息時間の確保（勤務間インターバル）、

④代償休日・特別な休暇の付与、⑤健康診断、⑥連続休暇の取得、⑦心とからだの相談窓口の設置、⑧配置転換、

⑨産業医等による助言・指導や保健指導

（８）
・「協定の当事者である労働組合の名称又は労働者の過半数を代表する者の職名、氏名」について

36協定の締結を行う労働者の代表は、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合には、労働者の過半数を代表する者を

選任する必要がある

過半数代表者の選任に当たっては、以下の点に注意。以下の点に反すると有効な36協定とはならないことに注意
・管理監督者ではないこと
・36協定を締結する者を選出することを明らかにしたうえで、投票、挙手等の民主的手法で選出すること
・使用者の意向に基づいて選出された者ではないこと



【参考】時間外労働・休日労働の管理方法
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時間外労働、休日労働、それらの合計が36協定や法律の範囲内に収まっているか管理する必要がある

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 ・・

時間外労働 80 60 45 35 35 80

休日労働（回数） 0 20（3） 15（2） 10（1） 0 0

時間外・休日労働月合計 80 80 60 45 35 80

時間外労働年合計 80 140 185 220 255 335

特別条項回数 1 2 3

（A：時間外労働）･･･月45時間以内、年360時間以内 (B：休日労働) ･･･月３回 8：30～17：30

・特別条項 （C：回数）･･･年６回以内 （D：時間外労働延長）･･･月80時間以内、年720時間以内

・労働基準法の上限（E：時間外労働・休日労働の合計）･･･１月100時間未満、２ないし６月で80時間以下

（A）の時間（45時間）を

超えることができるのは

年６回まで

（B）の回数・時間を超え

ることはできない

（E）の時間（100時間）

を超えることはできない

36協定の内容

時間外労働、休日労働がそれぞれ36協定の範囲内で収まるように管理しつつ、時間外労働・休日労働
の合計が労働基準法の上限規制の範囲内に収まるようにも管理する必要がある

（D）の時間（一般労働者

720時間、自動車運転者

960時間）を超えることは

できない
2月平均：57.5時間

3月平均：53.3時間

4月平均：55.0時間

5月平均：60.0時間

6月平均：63.3時間

どの月をとっても（E）の時

間（平均80時間）を超える

ことはできない

自動車運転者以外の一般労働者について



• 月60時間超の残業の割増賃金率引上げ



中小企業に対する月60時間超の時間外労働の割増賃金率の適用猶予見直し
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中小企業に適用が猶予されていた月60時間超の時間外労働に係る割増賃金率の引き上げ（25%→50%）について、2023年４

月より猶予を廃止し、50%以上の割増賃金率の支払いが義務付けられる

１か月の時間外労働
１日８時間・１週40時間

を超える労働時間

60時間以下 60時間超

大企業 25% 50%

中小企業 25% 25%

１か月の時間外労働
１日８時間・１週40時間

を超える労働時間

60時間以下 60時間超

大企業 25% 50%

中小企業 25% 50%

（現在） （改正後）

月60時間超の残業割増賃金率大企業、中

小企業ともに５０％

月60時間超の残業割増賃金率大企業は

５０％、中小企業は ２５％

労働基準法第37条（概要）
・１週間40時間、１日８時間を超えて労働させた場合は、２割５分以上の率で計算した割増賃金を支払わなけれ
ばならない
・ただし、延長して労働させた時間が１月で60時間を超えた場合は、５割以上の率で計算した割増賃金を支払わ
なければならない
・中小事業主の事業については、当分の間、ただし書きの規定は適用しない



【参考】割増賃金の支払い
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割増賃金率をまとめると表のとおり

割増賃金の種類 割増率

時間外労働

時間外月60時間以下 25％以上

時間外月60時間超（※） 50％以上

休日労働 35％以上

深夜労働 25％以上

時間外＋深夜労働

時間外月60時間以下 50％以上

時間外月60時間超（※） 75％以上

休日労働＋深夜労働 60％以上

※2023年３月末まで、以下のような中小企業は適用が猶予される（時間外労働が月60時間超でも割増賃金率は25％のまま）

小売業：資本金1000万以下または従業員数50人以下
サービス業：資本金1000万以下または従業員100人以下
卸売業：資本金1億円以下または従業員数100人以下
その他：資本金3億円以下または従業員数300人以下



参考資料（自動車運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト、

20



労働時間相談・支援コーナーのご紹介
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渋谷労働基準監督署内に「働き方改革」への取り組みを支えるため労働時間相談・支援コーナーを設置している

・改正労働基準法を含む働き方改革関連法への対応

・時間外・休日労働（３６協定）を含む労働時間制度全般

・変形労働時間制などの労働時間に関する制度の導入

・長時間労働の削減に向けた取り組み

このほかにも労働法令、労務管理に関するご相談も可能

労働時間相談・支援班が、ご相談に対応いたします
まずはお気軽に、渋谷労働基準監督署にお問い合わせ下さい

東京都渋谷区神南１丁目３番５号 渋谷神南合同庁舎５階
渋谷労働基準監督署 電話番号０３－３７８０－６５２７

渋谷署キャラクター

「シブハチ」くん


